
議案番号 件　　名 議決年月日 議決状況

第１号

平成25年度印旛郡市広域市町村圏事務組合
一般会計歳入歳出決算認定について

(歳入決算額２億7,570万6,210円に対し、歳出
決算額２億6,999万4,663円で、実質収支額
は、571万1,547円となった。

26.10.27 認定

第２号

平成25年度印旛郡市広域市町村圏事務組合
水道用水供給事業会計剰余金の処分及び決算
認定について

(剰余金の処分については、平成25年度の処分
利益剰余金4億1,085万7,551円を全額減債積立
金とするものである。平成25年度決算につい
ては、年間の用水供給量が1,926万514㎥とな
り、用水供給にかかわる平成25年度の収益的
収支の決算額は、事業収益35億110万9,787
円、事業費用30億9,025万2,236円となり、4億
1,085万7,551円の純利益が生じた。資本的収
支の決算額は、資本的収入額１億3,315万
7,000円、資本的支出額10億6,843万9,368円と
なり、資本的収入額に対し不足する額9億
3,528万2,368円は、損益勘定留保資金等で補
てんしたものである。施設の建設などにかか
わる事業としては、八ッ場ダム建設事業に係
る工事分担金、設備の更新工事、企業債等の
償還金となっている。)

26.10.27
(原案)可決
及び認定

第３号

印旛郡市広域市町村圏事務組合財政調整基金
設置条例の制定について

(地方自治法第241条の規定により、財政調整
基金の設置、管理及び処分に関し、必要事項
を定めるものである。)

26.10.27 可決
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